
くらしの情報 G o o d  L i f e  I n f o r m a t i o n

Good Life Information

生活便利帳

▶役場（時間外・休日の直通）
☎282-1111

▶教育委員会
（カルチャーセンター）

☎282-0888
▶スポーツセンター

☎282-4111
▶恐竜博物館

☎282-4051
▶天君ダム

☎284-2057
▶御船町甲佐町衛生施設組合
（ゴミ焼却場）☎282-0688
▶吉無田高原「緑の村」

☎285-2210
▶浄水センター

☎282-7066
▶御船地区衛生施設組合
（し尿処理場）☎282-2970
▶社会福祉協議会

☎282-0785
▶上益城消防署

☎282-1955
▶御船警察署

☎282-1110
▶上益城地域振興局

☎282-2111
▶御船保健所

☎282-0016
▶御船町地域包括支援センター

☎282-2911

場
所
、
種
類
な
ど
を
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
場
保
存
の
た
め
、
不
法
投
棄
さ
れ
た
廃

棄
物
は
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
く
だ
さ

い
。

問　

環
境
保
全
課
環
境
保
全
係

　
　

☎
２
８
２
―１
６
０
４

手
話
奉
仕
員
養
成
研
修
に
つ
い
て

　

　

聴
覚
障
が
い
者
と
の
意
思
疎
通
支
援
な
ど

を
担
う
手
話
奉
仕
員
養
成
講
座
を
開
講
し
ま

す
。

　

手
話
奉
仕
員
と
は
、
手
話
を
身
に
着
け
、

日
常
生
活
に
お
い
て
手
話
を
必
要
と
す
る
聞

こ
え
な
い
人
・
聞
こ
え
に
く
い
人
の
支
援
を

行
う
人
の
こ
と
で
す
。講
座
の
修
了
者
に
は
、

修
了
証
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

▼
入
門
課
程　

４
月
11
日
木
～
８
月
８
日
木

（
17
回
34
時
間
）

▼
基
礎
課
程　

　

入
門
課
程
を
修
了
し
た
人
の
み
対
象　

　

９
月
５
日
木
～
２
０
２
０
年
３
月
26
日
木

（
28
回
56
時
間
）

▼
時
間　

毎
週
木
曜

　
　
　
　

18
時
45
分
～
20
時
45
分

▼
場
所　

宇
城
市
松
橋
公
民
館
研
究
室
Ａ

　
　
（
宇
城
市
松
橋
町
松
橋
５
６
４
番
地
）

　
　

☎
０
９
６
４
―３
３
―４
１
４
１

知
お

ら
せ

不
法
投
棄
は
絶
対
ダ
メ
！

　

安
易
な
気
持
ち
で
捨
て
て
い
ま
せ
ん
か
？

不
法
投
棄
を
さ
せ
な
い
環
境
づ
く
り
を
し
ま

し
ょ
う
。

　

一
部
の
心
な
い
人
に
よ
る
山
林
、
道
路
、

空
き
地
な
ど
へ
ご
み
の
不
法
投
棄
が
後
を
絶

ち
ま
せ
ん
。

　

毎
年
、
ブ
ラ
ウ
ン
管
テ
レ
ビ
や
冷
蔵
庫
、

タ
イ
ヤ
な
ど
た
く
さ
ん
の
不
法
投
棄
が
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。

　

不
法
投
棄
は
、「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清

掃
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

違
反
し
た
場
合
、
５
年
以
下
の
懲
役
ま
た

は
１
，
０
０
０
万
円
（
法
人
の
場
合
は
３
億

円
）
以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　
「
草
刈
が
さ
れ
て
い
な
い
」「
ご
み
が
散
乱

し
て
い
る
」
な
ど
管
理
が
十
分
に
行
き
届
い

て
い
な
い
土
地
は
、
不
法
投
棄
を
さ
れ
や
す

く
な
り
ま
す
。
除
草
、
樹
木
の
せ
ん
定
や
柵

を
設
置
し
た
り
し
て
、
不
法
投
棄
が
さ
れ
に

く
い
環
境
を
整
え
ま
し
ょ
う
。

★
不
法
投
棄
を
見
か
け
た
人
は
・
・
・

　

不
法
投
棄
者
の
特
徴
や
車
両
ナ
ン
バ
ー
、

▼
受
講
資
格　

高
卒
以
上
の
学
力
を
有
し
、

手
話
通
訳
活
動
を
目
指
す
人

▼
受
講
料　

無
料

▼
経
費　

約
７
，１
４
０
円
（
テ
キ
ス
ト
代
）

▼
申
込
方
法　

初
回
受
講
の
際
に
テ
キ
ス
ト

料
を
添
え
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
限　

２
０
１
９
年
５
月
16
日
木

※
た
だ
し
、
受
講
定
員
に
達
し
た
場
合
は
そ

の
時
点
で
締
め
切
り
ま
す
。

▼
受
講
定
員　

入
門
課
程
40
人　

　
　
　
　
　
　

基
礎
課
程
30
人　

問　
一
般
財
団
法
人
熊
本
県
ろ
う
者
福
祉
協
会

　
　

☎
３
８
３
―５
５
８
７

住
宅
用
火
災
警
報
器
設
置
状
況
等
の

調
査
協
力
の
お
願
い

　

平
成
31
年
２
月
12
日
付
け
消
防
予
第
44
号

で
消
防
庁
予
防
課
長
か
ら
住
宅
用
火
災
警
報

器
設
置
状
況
等
の
調
査
依
頼
が
あ
り
、
住
宅

用
火
災
警
報
器
の
未
設
置
世
帯
等
に
対
し

て
、
火
災
予
防
条
例
に
適
合
す
る
よ
う
に
設

置
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
り
効
果
的
な
普

及
啓
発
を
行
う
と
と
も
に
、
既
に
住
宅
火
災

警
報
器
を
設
置
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
世
帯

に
対
し
て
は
、
定
期
的
な
作
動
確
認
や
本
体

の
交
換
を
推
進
す
る
な
ど
、
適
切
な
維
持
管

理
に
関
す
る
広
報
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
住
宅
火
災
警
報
器
の
設

置
状
況
等
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、
次
の

と
お
り
調
査
を
実
施
し
ま
す
の
で
ご
協
力
お

願
い
致
し
ま
す
。

▼
調
査
内
容

　

上
益
城
消
防
組
合
管
内
（
嘉
島
町
、
御

船
町
、
甲
佐
町
、
山
都
町
）
の
住
宅
に
お

け
る
住
宅
火
災
警
報
器
の
設
置
状
況
及
び

維
持
管
理
状
況
等
。

▼
調
査
方
法

　

調
査
を
実
施
す
る
世
帯
を
無
作
為
抽
出

に
よ
り
決
定
し
、
上
益
城
消
防
署
、
山
都

消
防
署
、
蘇
陽
出
張
所
の
消
防
職
員
が
直

接
訪
問
し
、
調
査
票
に
基
づ
き
調
査
を
行

い
ま
す
。

▼
調
査
期
間

　
　

平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
調
査
終
了
ま
で

▼
調
査
世
帯
数　

各
町
30
世
帯

問　

上
益
城
消
防
組
合
消
防
本
部
予
防
指
導
課

　
　

☎
２
８
２
―１
９
６
３

オ
ス
ト
メ
イ
ト
サ
ロ
ン
を
開
催
し
ま
す

　

オ
ス
ト
メ
イ
ト
（
人
工
肛
門
・
人
工
膀
胱

造
設
者
）
の
方
お
よ
び
ご
家
族
の
方
を
対
象

に
オ
ス
ト
メ
イ
ト
サ
ロ
ン
を
開
催
し
ま
す
。

　

日
常
生
活
の
中
で
の
不
安
や
ス
ト
ー
マ
ケ

▽
36
協
定
で
は
、「
時
間
外
労
働
を
行
う

業
務
の
種
類
」
や
「
１
日
、
１
ヵ
月
、

１
年
あ
た
り
の
時
間
外
労
働
の
上
限
」

な
ど
を
決
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

▼
36
協
定
で
定
め
る
時
間
外
労
働
時
間
に
罰

則
付
き
の
上
限
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

▽
２
０
１
８
年
６
月
に
労
働
基
準
法
が
改

正
さ
れ
、
36
協
定
で
定
め
る
時
間
外
労

働
に
罰
則
付
き
の
上
限
が
設
け
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。（
※
２
０
１
９
年

４
月
施
行
。
た
だ
し
、
中
小
企
業
へ
の

適
用
は
２
０
２
０
年
４
月
）

▽
時
間
外
労
働
の
上
限
は
、
月
45
時
間
・

年
３
６
０
時
間
と
な
り
、
臨
時
的
な
特

別
の
事
情
が
な
け
れ
ば
こ
れ
を
超
え
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

▽
臨
時
的
な
特
別
の
事
情
が
あ
っ
て
労
使

が
合
意
す
る
場
合
で
も
、
年
７
２
０
時

間
、
複
数
月
平
均
80
時
間
以
内
（
休
日

労
働
含
）、
月
１
０
０
時
間
未
満
（
休

日
労
働
含
）
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
ま
た
、
月
45
時
間
超
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
年
間
６
ヵ
月
ま
で
で

す
。

●
36
協
定
の
締
結
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

①
時
間
外
・
休
日
労
働
は
最
小
限
に
。

②
36
協
定
の
範
囲
内
で
あ
っ
て
も
、
労
働
者

に
対
す
る
安
全
配
慮
義
務
を
怠
ら
な
い
。

労
働
時
間
の
超
過
が
過
労
死
と
の
関
連
性

に
つ
な
が
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

③
業
務
の
区
分
を
細
分
化
し
、
業
務
の
範
囲

を
明
確
に
。

④
臨
時
的
な
特
別
の
事
情
が
な
け
れ
ば
限
度

時
間
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
限
度

時
間
を
超
え
た
労
働
が
あ
る
場
合
は
具
体

的
に
定
め
る
こ
と
。

⑤
１
ヵ
月
未
満
の
期
間
で
労
働
す
る
人
は
時

間
外
労
働
の
目
安
時
間
を
超
え
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
。

⑥
休
日
労
働
の
日
数
お
よ
び
時
間
数
を
で
き

る
限
り
少
な
く
す
る
。

⑦
限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
す
る
人
の
健

康
・
福
祉
を
確
保
す
る
こ
と
。

⑧
限
度
時
間
が
適
用
除
外
・
猶
予
さ
れ
て
い

る
事
業
・
業
務
に
つ
い
て
も
、
限
度
時
間

を
勘
案
し
、
健
康
・
福
祉
を
確
保
す
る
こ

と
。

問　

熊
本
労
働
基
準
監
督
署

　
　

☎
３
６
２
―７
１
０
０

募

集

学
童
保
育
ク
ラ
ブ
の
指
導
員
を

募
集
し
ま
す

◎
滝
尾
小
学
童
保
育
た
ん
ぽ
ぽ
ク
ラ
ブ

▼
勤
務
場
所　

公
民
館
滝
尾
分
館

▼
勤
務
時
間　

　

◦
平
日
（
学
校
終
了
時
間
14
時
～
19
時
）

　

◦
土
曜
日
・
長
期
休
暇
（
７
時
～
19
時
）

　
　
　
　

シ
フ
ト
制
（
勤
務
希
望
相
談
可
）

▼
仕
事
内
容　

児
童
の
放
課
後
の
保
育

▼
資
格
の
有
無　

保
育
士
資
格
等
保
有
者
大

歓
迎
（
未
経
験
者
で
も
大
丈
夫
で
す
）

▼
時
給　

ク
ラ
ブ
会
則
に
よ
る

▼
募
集
人
員　

２
人
程
度

◎
小
坂
学
童
ひ
ま
わ
り
ク
ラ
ブ

▼
勤
務
場
所　

小
坂
学
童
ひ
ま
わ
り
ク
ラ
ブ

▼
勤
務
時
間　

　

◦
平
日
（
学
校
終
了
時
間
14
時
～
19
時
）

　

◦
土
曜
日
・
長
期
休
暇
（
７
時
～
19
時
）

　
　
　
　

シ
フ
ト
制
（
勤
務
希
望
相
談
可
・

土
曜
の
み
可
）

▼
仕
事
内
容　

児
童
の
放
課
後
の
保
育

▼
資
格
の
有
無　

特
に
な
し
。
子
ど
も
と
接

す
る
こ
と
が
大
好
き
な
人
歓
迎
し
ま
す
。

▼
時
給　

ク
ラ
ブ
会
則
に
よ
る

▼
募
集
人
員　

２
人
程
度

問　

こ
ど
も
未
来
課
子
育
て
支
援
係

　
　

☎
２
８
２
―１
３
４
６

ス
ク
ラ
ッ
チ
で
学
ぶ
　
小
・
中
学
生

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
無
料
教
室

　

２
０
２
０
年
度
の
次
期
学
習
指
導
要
領
で

は
、
小
学
校
３
年
生
よ
り
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

教
育
が
導
入
さ
れ
ま
す
。
２
０
２
１
年
度
か

ら
は
、
中
学
校
で
も
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育

を
導
入
。
２
０
２
２
年
度
か
ら
は
高
等
学
校

で
も
。
こ
れ
か
ら
は
、
操
作
だ
け
で
な
く
、

論
理
的
思
考
力
・
創
造
力
・
発
想
力
・
共
創

力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

御
船
町
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
ふ

ね
ま
る
と
一
緒
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
体
験

し
て
み
ま
せ
ん
か
？

▼
開
催
曜
日　

第
２
・
４
土
曜
日
、
日
曜
日

（
祭
日
・
休
み
中
は
相
談
可
）

▼
開
催
時
間　

①
10
時
30
分
～
12
時

　
　
　
　
　
　

②
13
時
30
分
～
15
時

▼
定
員　

各
回
５
人
（
親
子
で
参
加
）

※
定
員
に
達
し
た
場
合
、
受
付
で
き
な
い

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

▼
参
加
費　

無
料

問
・
申
込
先　

み
ふ
ね
パ
ソ
コ
ン
・
プ
ロ

グ
ラ
ミ
ン
グ
教
室
（
御
船
町
大
字
御
船

１
０
６
７
番
地　

旧
黒
潮
市
場
内
）　

　
　

☎
２
８
２
―０
２
５
６

ア
等
の
悩
み
に
つ
い
て
、
気
軽
に
集
い
、
話

し
合
い
、楽
し
い
時
間
を
共
有
し
ま
し
ょ
う
。

▼
日
時　

３
月
23
日
土13

時
30
分
～
15
時
30
分

▼
会
場　

大
腸
肛
門
病
セ
ン
タ
ー
高
野
病
院

（
熊
本
市
中
央
区
大
江
３
丁
目
２
―55
）

▼
参
加
費　

無
料

※
事
前
予
約
は
不
要
で
す
が
、
当
日
会
場
で

受
付
さ
れ
て
く
だ
さ
い
。

問　
（
公
社
）日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協
会
熊
本
県

支
部
事
務
局（
大
腸
肛
門
病
セ
ン
タ
ー

高
野
病
院　

患
者
支
援
セ
ン
タ
ー
）　

　
　

☎
２
０
６
―３
３
３
０

36
協
定
で
働
き
方
が
変
わ
り
ま
す
！

　

２
０
１
９
年
４
月
よ
り
、36
（
サ
ブ
ロ
ク
）

協
定
で
定
め
る
時
間
外
労
働
に
、
罰
則
付
き

の
上
限
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
で
は
時
間
外
労
働
お
よ
び
休

日
労
働
を
適
正
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
36
協
定
で
定
め
る
時
間
外
労
働
お

よ
び
休
日
労
働
に
つ
い
て
留
意
し
て
い
た
だ

く
べ
き
事
項
に
関
し
て
、
新
た
に
指
針
を
策

定
し
ま
し
た
。

▼
36
（
サ
ブ
ロ
ク
）
協
定
と
は

　

時
間
外
労
働
（
残
業
）
を
さ
せ
る
た
め
に

は
、
36
協
定
の
届
出
が
必
要
で
す
。

▽
労
働
基
準
法
で
は
、
労
働
時
間
は
原
則

と
し
て
、
１
日
８
時
間
／
１
週
40
時
間

以
内
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
法

定
労
働
時
間
」
と
い
い
ま
す
。

▽
法
定
労
働
時
間
を
超
え
て
労
働
者
に
時

間
外
労
働
（
残
業
）
を
さ
せ
る
場
合
に

は
、
次
の
❶
と
❷
が
必
要
で
す
。

❶
労
働
基
準
法
第
36
条
に
基
づ
く
労
使

協
定
（
36
協
定
）
の
締
結

❷
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
へ
の
届
出
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